
事業計画（茨城県水戸市） 

 

１．農地・農業用施設 

① 被災状況 

津波により約12haの農地及び農業用施設に被害 
 
② 施設の復旧 

川又排水路等の主要農業用施設について、平成24年度内に復旧を完了した。 

 
③ 農地の復旧 

平成 24 年度までに復旧を完了した。 

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約３ha 

○平成 24年度から営農が可能な農地 約９ha 
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１．農地・農業用施設

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

基幹的農業用施設
（川又排水路等）

用排水施設の機能が確
保され、平成23年度当
初までに除塩等を行
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ヘドロ等が薄く又は部
分的に堆積している農

地

復興施策の工程表（茨城県水戸市）
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